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グローバルモビリティ～国内税務～ 
コロナ禍での一時退避者に係る年末調整： ケース別留意点 

2021 年 11 月 

はじめに 

緊急事態宣が解除され、日本への一時退避者の人数は減少していますが、昨年同様に年末に向けて課税処理が必要なケ

ースが続いています。 

昨年は非居住者としての課税の検討でよかったものが、今年は日本への一時退避期間が長期化し、日本居住者になってし

まうケースや再渡航後に出張で戻ってくるなど複雑な取扱いが増加しています。本稿では一時退避者の取扱いを社内で簡単

に確認ができるようにケース別に整理してみました。 

1. 居住形態の確認 

給与課税について正しく処理するためには、まずその給与所得者が日本の「居住者」に該当するのか「非居住者」に該当する

のか整理が必要になります。 

以下、定義と課税範囲についてまとめています。 
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居住者・非居住者の区分と課税対象となる所得の範囲 

 定義 課税範囲 

居住者 

（日本国籍者の場合） 

・日本国内に住所*1 がある個人 

・日本国内に現在まで引き続いて 1 年以上

居所*2 がある個人 

全世界所得 

非居住者 居住者以外の個人 国内源泉所得 

*1 住所について所得税法上定義はなく、民法上の借用概念より「生活の本拠」とされています。 
*2 居所とは生活の本拠まではいかないものの、相当期間継続して居住している場所とされています。 

2. 一時退避者のケース別取扱いについて 

コロナ禍での一時退避者について、ケース別に課税方法、留意点について見ていきたいと思います。 

＜ケース１＞海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合（日本での滞在が 183 日を超えない場合） 

納税区分 非居住者（一時帰国であり日本に住所を有していないため） 

給与支払者 内国法人 外国法人（日本に支店等の拠点なし） 

課税関係 源泉徴収 非居住者の確定申告 

税率 20.42％の分離課税 

留意点 

国内法の規定により国内源泉所得となる給与については、帰国一日目より課税となるが、居

住地国と日本との間で租税条約の締結があり、短期滞在者免税の要件を満たせば、免税の

適用あり。 

＜ケース２＞海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合（日本での滞在が 183 日超一年未満の場合） 

納税区分 非居住者（一時帰国であり日本に住所を有していないため） 

給与支払者 内国法人 外国法人（日本に支店等の拠点なし） 

課税関係 源泉徴収 非居住者の確定申告 

税率 20.42％の分離課税 

留意点 
租税条約の締結国からの一時帰国であっても短期滞在者免税の要件を充足せず、帰国一

日目から課税。 

＜ケース３＞海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合（日本での滞在が一年を超える場合） 

納税区分 居住者（一時帰国であるが、一年以上居所があるため） 

給与支払者 内国法人 外国法人（日本に支店等の拠点なし） 

課税関係 源泉徴収 居住者の確定申告 

税率 総合課税による超過累進税率 

留意点 

年の途中で一年を超える場合には、超えたときから居住者として課税。 

非居住者期間の課税については、租税条約の短期滞在者免税の規定の内容により異なる

（暦年中の非居住者期間が 183 日を超えない場合には、短期滞在者免税の適用により免

税となるケースもあり）。 

＜ケース４＞一時帰国期間が一年を超える出向者が赴任地に再渡航した場合 

納税区分 一時帰国期間が一年を超える場合には超えた時から居住者。再渡航後は非居住者 
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給与支払者 内国法人 外国法人（日本に支店等の拠点なし） 

課税関係 源泉徴収 居住者／非居住者の確定申告 

税率 居住者は総合課税による超過累進税率、非居住者は 20.42％の分離課税 

留意点 

年の途中で一年を超える場合には、超えた時から居住者として課税。 

再渡航した場合には、出国した日の翌日から非居住者に該当。非居住者期間の課税につい

ては、租税条約の短期滞在者免税の規定の内容により異なる（暦年中の非居住者期間が

183 日を超えない場合には、短期滞在者免税の適用により免税となるケースもあり）。 

＜ケース 5＞一時帰国期間が一年を超える出向者が赴任地に再渡航したが、日本に出張ベースで再度一時帰国する場合 

納税区分 一時帰国期間が一年を超える場合には超えた時から居住者。再渡航後は非居住者 

給与支払者 内国法人 外国法人（日本に支店等の拠点なし） 

課税関係 源泉徴収 居住者／非居住者の確定申告 

税率 居住者は総合課税による超過累進税率、非居住者は 20.42％の分離課税 

留意点 

年の途中で一年を超える場合には、超えた時から居住者として課税。 

再渡航した場合には、出国した翌日から非居住者に該当。再渡航した後に再度日本に出張

ベースで一時帰国する場合には、非居住者期間の日本の滞在日数により、租税条約の短期

滞在者免税の適用の可否を検討。 

なお、再渡航後も日本に居所があると認められる場合には、非居住者としての取扱いができな

い可能性もあり。 

3. 年末調整時の留意点について 

上記のケースで見てきたように、年末調整の対象となるのは居住者期間でかつ日本で支払がされた給与になります。もし、4

月から日本の居住者に該当しそのまま年末まで日本に滞在している場合には、4 月から 12 月までの給与について年末調整

の対象になります。 

居住者の場合には、居住者期間に支払った社会保険料や生命保険料について所得控除の適用があります。 

なお、給与については支給時期の居住形態により課税判定を行うため、例えば賞与の支給対象期間が非居住者であったと

しても、居住者期間に支給が確定していれば賞与の全額について居住者の累進税率で課税されることになります。 

4. 居住者の確定申告について 

居住者になった後に国外から給与の支払があった場合には、居住者の確定申告書の提出が必要になります。提出期限は翌

年 3 月 15 日になりますが、納税管理人を選任せずに出国する場合には、出国日までに申告書の提出が必要になりますの

で、留意が必要です。 

居住者期間については、全世界所得に対して課税がされることから、日本国内だけではなく国外の利子、配当や譲渡所得な

ど居住者期間に発生した所得についても申告義務が生じることになります。 

おわりに 

今回はコロナ禍での一時退避者の取扱いについてケース別に見てきましたが、留意点に記載した通り、実際の取扱いについて

はさらに検討が必要な事例も多く存在するかと思われます。一時退避者だけではなく、日本勤務予定で日本に入国できない、

海外勤務予定で日本から出国できないなどのリモートワークでの取扱いなども発生していると思われますが、本稿でのケース別

の整理が少しでも実務処理のご参考になれば幸いです。 
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※ご参考：過去に発行した関連記事 

グローバルモビリティ～国際税務～ 海外勤務者にかかる税務調査の動向と国際人事のすべき対応 

グローバルモビリティ～国際税務～ 確定申告時に改めて確認：コロナ禍における海外赴任者の税務上の取扱い FAQ 

 

※過去のニュースレター一覧はこちら 人事・組織 ニュースレター Initiative 

 国際人事税務関連記事はこちら グローバルモビリティニュースレター 

 

  

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-jp-tax-sep2021.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-international-tax-feb2021.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/hc-initiative-articles.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/hc-initiative-articles.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/ges-newsletter.html
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